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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
大
切
に
し
て
く
だ

さ
い
。
今
回
は
前
回
に

引
き
続
き
個
人
情
報
の

安
全
対
策
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

お
し
え
て
！
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
Q
＆
A

　
　
　
　
　
　
　
　

シ
リ
ー
ズ 

⑥

　

平
成
29
年
１
月
か
ら
「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
」

が
稼
動
予
定
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む
自

分
の
個
人
情
報
を
い
つ
、
誰
が
、
な
ぜ
利
用
し

た
の
か
、
不
正
・
不
適
切
な
照
会
・
提
供
が
行

わ
れ
て
い
な
い
か
を
ご
自
身
で
確
認
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

あ
り
ま
す
。
番
号
法
で
は
、
保
護
の
対
象
に

な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
重
要
性
か
ら
、
罰
則
の

種
類
が
多
く
、法
定
刑
も
重
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

法
人
番
号
は
数
字
の
み
で
構
成
す
る
13
桁
の

番
号
で
す
。
法
人
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人

番
号
）
と
異
な
り
、
利
用
範
囲
の
制
約
が
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
ど
な
た
で
も
自
由
に
利
用
で
き

ま
す
。
公
表
さ
れ
る
情
報
は
、
法
人
の
「
商
号

ま
た
は
名
称
」「
本
店
ま
た
は
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
」「
法
人
番
号
」
の
３
項
目
で
す
。

QQQ

本人確認の方法　「番号確認」と「身元確認」
　平成 28年 1月から、各種申請などでマイナンバーを記入
していただく際、「マイナンバーが正しいことの確認（番号
確認）」と「手続を行う人が番号の正しい持ち主であること
の確認（身元確認）」が必要となります。本人確認の基本的
な方法は、次の3つの方法があります。

番号確認のための書類 身元確認のための書類

① 個人番号カード（1枚で番号確認と身元確認ができます）

② 通知カード 運転免許証など
（写真付きの身分証明書）③ 住民票（個人番号付き）

　シリーズでお知らせしてき
た、このコーナーは今回で終了
になります。
これからも必要な情報は随時、
お知らせしていきます。

Q
&
A
は
町
H
P
内
に
も

掲
載
し
て
あ
り
ま
す

問　

通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号
カ
ー
ド
発
行
関
係

　
　
　

町
民
課 

窓
口
サ
ー
ビ
ス
係　

内　

282

　
　

個
人
情
報
保
護
・
特
定
個
人
情
報
関
係

　
　
　

総
務
課 

広
聴
広
報
係　

内　

306

　
　

そ
れ
以
外
の
こ
と

　
　
　

企
画
財
政
課 

企
画
係　

内　

311

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
　

 
０
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２
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０
１
７
８

　

平
日　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
８
時

土
日
祝　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分

　
　

http:w
w
w
.cas.go.jp/jp/seisaku/

　
　

bangoseido/

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
で
、
所
得
や
他
の
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
状
況
を
把
握
し
や
す
く
な

り
、
負
担
を
不
当
に
免
れ
た
り
不
正
な
受
給
の

防
止
に
役
立
ち
、
本
当
に
困
っ
て
い
る
方
へ
き

め
細
か
な
支
援
が
で
き
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
目

的
以
外
に
、
他
人
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
供
を

求
め
た
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
収
集
・
保
管
す

る
こ
と
は
、
本
人
の
同
意
が
あ
っ
て
も
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
む
や
み
に
他
人
に
提
供

す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

QQ
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

　
　

収
集
し
て
は
い
け
な
い
の
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）

は
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
る
の
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
ど
の
よ
う
に
使
わ

れ
て
い
る
か
確
認
で
き
る
の
？

違
反
す
る
と
罰
則
は
あ
る
の
？

法
人
番
号
は
、個
人
番
号
と
同
じ
も
の
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
レ
ン
タ
ル
店
な

ど
で
、
身
分
証
明
書
と
し
て
広
く
利
用
が
で
き

ま
す
。た
だ
し
、カ
ー
ド
裏
面
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
レ
ン
タ
ル
店
な
ど
に
提
供
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
レ
ン
タ
ル
店
な
ど
が
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
書
き
写
し
た
り
、
コ
ピ
ー
を
と
る
こ

と
も
で
き
ま
せ
ん
。

★ 暮らしとマイナンバーの利用 ★【一般例】

就職

日の出町役場

年金事務所勤務先

税務署

退職

厚生年金の請求
（マイナンバー提示）

源泉徴収票の提出
勤務先では従業員や扶養家族のマイナンバーを
源泉徴収票に記載し、役所や税務署に提出します

厚生年金の請求
住民票・課税証明書の添付を
省略できます

児童手当の現況届
年金手帳・健康保険証の
添付を省略できます

結婚

出産 引越

育児

マイナンバー提示

児童手当の現況届
（マイナンバー提示）婚姻届の提出

カード記載変更

扶養家族の届出
（扶養家族の
　マイナンバー提示）

転入届の提出
カード記載変更

出生届の提出
マイナンバー付番

豊かな創造性に富んだ児童・生徒を育成するための教育の充実による人づくり !!


